
インボイス制度インボイス制度
電子帳簿保存法電子帳簿保存法
相談窓口のご案内相談窓口のご案内

※事前予約が必要です。  ※各種手続きを代行するものではありません。

昨年から導入されたインボイス制度や、本年1 月に施行された改正電子帳簿保存法は、中小企業や個人事業主の皆様にとって、経営

や日々の業務に大きな影響を及ぼす制度です。姫路商工会議所ではこれらの新制度について、経理事務や運用方法などを気軽に相談

できる、税理士による個別相談窓口をご用意しています。相談料は無料となっておりますので、この機会にぜひご活用ください。

事業所名 業種 従業員数 人

所在地

氏名

ふりがな

〒

役職

相談内容

免税事業者   　　課税事業者（該当に    を入れてください）

TEL

FAX

姫路商工会議所 中小企業相談所 〒670-8505 兵庫県姫路市下寺町 43  TEL. 079-223-6557  https://www.himeji-cci.or.jp/

【保存版】お手元に保管いただき、お困りの際にご利用ください。

税理士
による

お問い合わせ

中小・小規模事業者（会員・非会員問わず）

姫路商工会議所　1 階事務局内

1事業者 1時間

対　象

開催場所

相談時間

事業環境変化対応型支援事業

※FAXは切らずにそのまま送信してください
姫路商工会議所 中小企業相談所 行FAX. 079-222-6005インボイス制度・電子帳簿保存法 相談窓口 予約申込書

1. HP、右記の二次元バーコードから。
（WEBでお申込みいただくとスムーズです）

2.下記予約申込書に記入し、
　FAX をお送りください。

申込方法

不定期開催（下記より希望日をご連絡ください）

期間： 2025 年 1 月31日（金）までの平日

月～金 10：00～12：00 / 13：00～17：00 
（祝日・年末年始除く）

相談無料お気軽にご相談ください！

第1希望日

　　 月  　 　日

（   　　  ）曜日

　　 月  　 　日

（   　　  ）曜日

　　 月  　 　日

（   　　  ）曜日

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

ご希望の相談日時をご記入ください（先着順） ※ご希望の時間に　　を入れてください

第2 希望日 10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

第3 希望日 10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

主催：姫路商工会議所

※申込状況次第では、予定より早く事業を終了する場合がございます。


